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議案第６９号

白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例

白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（平成１７年白河市条

例第３８号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

７ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第５条第２項の規定の適用については、

同項中「１００分の１６０」とあるのは「１００分の１４５」とする。

附 則

この条例は、平成２１年６月１日から施行する。

平成２１年５月２９日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第７０号

白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例

白河市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１７年白河市条例第４２号）の一部を次

のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

３ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第４条の規定の適用については、同条中

「１００分の１６０」とあるのは「１００分の１４５」とする。

附 則

この条例は、平成２１年６月１日から施行する。

平成２１年５月２９日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第７１号

白河市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例

白河市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成１７年白河市条例

第４４号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

４ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第２条第２項の規定の適用については、

同項中「１００分の１６０」とあるのは「１００分の１４５」とする。

附 則

この条例は、平成２１年６月１日から施行する。

平成２１年５月２９日提出

白河市長 鈴 木 和 夫
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議案第７２号

白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

白河市職員の給与に関する条例（平成１７年白河市条例第４５号）の一部を次のように

改正する。

附則に次の２項を加える。

（平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

１１ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第２１条の規定の適用については、同

条第２項中「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１２５」と、同条第３項中「１

００分の１４０」とあるのは「１００分の１２５」と、「１００分の７５」とあるのは

「１００分の７０」とする。

（平成２１年６月に支給する勤勉手当に関する特例措置）

１２ 平成２１年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第２項の規定の適用について

は、同項第１号中「１００分の７５」とあるのは「１００分の７０」と、同項第２号中

「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」とする。

附 則

この条例は、平成２１年６月１日から施行する。

平成２１年５月２９日提出

白河市長 鈴 木 和 夫


